
派遣元責任者セミナー

セミナー開始まで、しばらくお待ちください。

・「労働者派遣事業とは・・・」を資料としてお手元にご準備ください。
・通信機器・環境等の不具合等についての対応はできませんのであらかじめご了承ください。
・ご質問については、質問票にご記入の上、メールにてお願いいたします。
・また、ミーティング（セミナー）退室後または終了後にアンケート画面が開きますので、ご回
答をお願いいたします。

神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課



神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課

派遣元責任者セミナー

令和８年２月５・６日



セミナー受講にあたって

○本セミナーは、実務担当の方に向けたセミナーです。

○本日の内容
・労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説
・事業報告書の書き方
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○説明資料
「派遣元責任者セミナー」をお手元にご準備ください。
また、セミナー案内ホームページに掲載している、

「労働者派遣事業とは･･･(以下、資料という。)」より抜粋して

説明を進めますので、ご参考までにお手元にご用意ください。

他参照資料

・労働契約申込みみなし制度の概要

・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

・派遣先が講ずべき措置に関する指針

・労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド

・派遣先の皆さまへ  

派遣労働者を受け入れるためには必要な対応があります！改めてご確認を

チェック！ インターネット上で公表されている、

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に派遣事業の詳しい取り扱いが

記載されています。

お気に入りに追加される等、いつでもご覧になれるようにしておく

ことをお勧めします。

※略称 法…労働者派遣法 則…労働者派遣法施行規則

資料
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労働者派遣事業の基本

労働者派遣事業とは（法第２条）

労働者派遣事業とは

「派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を派遣先の

指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させ

ることを業として行うこと」

資料１ページ

３



    

                             
                
                       

                                          
                                               
                                             
                                              
             

                                               
                                             
                

                                       
                
                                             
  
                                     
                                      
                                             
  
                                             
                  

                                            
                                     

                                            
             
                                        
                         

                                         
                                

                                         
                                            
   
                                         
                                             
                           

                                             

                                              
                                            
                                            

        
                   
                                              

請負とは
請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じない

※指揮命令が認められるといわゆる偽装請負＝労働者派遣

となる

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関

する基準」→いわゆる「３７号告示」

労働者派遣事業との区分については

「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」を参照

ＰＬ０３１０２２ 需０４

資料21ページ

労働者派遣事業の基本

労働者派遣事業と、請負との違い
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次の業務への労働者派遣は禁止（法第４条）

①港湾運送業務

②建設業務

③警備業務

④病院等における医療関係業務

（へき地等の理由で例外として認められる場合あり）

⑤その他労働者派遣事業ができない業務

（詳細は資料Ｐ２０参照）

資料22ページ

労働者派遣事業の基本

労働者派遣事業を行うことができない業務

５



                                               
   

      
                             
                       
                              
                                    
                                          
                    

      
                               

                                              

     

                 
           
           
               
         
             
         
         
         

                  
          
             
            
                     
                 
              
                   
                            
            

                                             
                                    

                            

                                             
                                          
                                     
                               
             
                                          
                            
                                      
         
                                        
                               

                                        
                
                                       
                                      
                                      
                                      
    

    

                    

    

日雇労働者とは

派遣元が日々または３０日以内の期間を定めて雇用

する労働者

日雇派遣の禁止の例外とは（政令）

①適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認

められる業務

②雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の

雇用継続等を図るために必要であると認められる場合

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント

日雇派遣禁止の例外に当てはまる確認をしたら、「いつ」
「確認した資料が何か」を記録すること。

資料24ページ

労働者派遣事業の基本

日雇労働者について労働者派遣の原則禁止（法第３５条の４）
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派遣先の「事業所単位」の期間制限（法第３５条の２)

派遣先の同一の事業所に対して派遣できる期間は３年。

ただし、派遣先事業所の過半数労働者代表等からの意

見聴取により延長可能。

（意見聴取は、派遣可能期間が終了する１か月前まで

に、書面による通知にて行う必要がある）

派遣労働者の「個人単位」の期間制限（法３５条の３）

派遣先事業所の同一の組織単位に派遣できる期間は

３年。（延長不可）

別の組織単位への派遣は可能。

資料27ページ

労働者派遣事業の基本

期間制限について

７



                                   

                           
                   
                              
                                                
      
                                          

                   
                     
                                 
                                  

                                               
                                                 
                   

       
                                           
                                             
                                              
                                        

                                               
                                         

                                                   
                                                  
   

                                                
                                               

                                               
                                                   
    
                                                 
                                                  
          

                                                
                                                
                      
                                               
    

    

                    

       

            

①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

④労働者派遣法の規定の適用を免れる目的で行われる

いわゆる「偽装請負」の場合

→派遣先事業所が派遣労働者に対して「派遣元におけ

る労働条件」と同一内容で労働契約申込みをしたもの

とみなす。

（派遣労働者が、労働契約申込みをしたものとみなさ

れた日から１年以内に、申込みを承諾する意思表示を

することにより、労働契約が成立する。）

資料28ページ

労働者派遣事業の基本

労働契約申込みみなし制度（法第４０条の６）
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同一の組織単位に継続して３年間派遣され、

期間制限に達する見込みがある特定有期雇用派遣労
働者に対して、以下のいずれかの雇用安定措置を講
ずる必要がある。（法第３０条）

【１号】派遣先への直接雇用の依頼

【２号】新たな派遣先の提供

【３号】派遣元において派遣労働者以外としての無期雇用

【４号】その他雇用の継続が図られる措置

資料33ページ

労働者派遣事業の基本

雇用安定措置とは①

９

＊雇用安定措置の実施については、派遣労働者ごとに派遣元管理台帳に記載

＊あらかじめ派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化（R３．４．１）

＊派遣労働者から聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を行う必要（R３．４．１）



  を め           
 ＝有         

 うち 特 有         

講ずべき雇用安定措置の内容
法第３０条第１項

第１号

派遣先への
直接雇用
の依頼

第２号

条件が合理的
な新たな
派遣先の
提供

第３号

派遣元
での

無期雇用

第４号

その他必要
な措置

紹介予定派遣
有給の教育訓練

等

派遣先の同一の組織単位の業務に

継続して３年間
派遣する見込みのある者     

派遣先の同一の組織単位の業務に

継続して１年以上３年未満の期間
派遣する見込みのある者  ○ ○ ○

上記以外の者で
派遣元に雇用された期間が

通算１年以上の者                              
注：現状が登録状態の者も含まれる ー ○ ○ ○

義 務

 法 30条    

 法 30条   施行規則  ５条    

 法 30条   施行規則  ５条    

特
 
有
 
 
 
 
 
 
 
 

努力義務

努力義務

資料33ページ

労働者派遣事業の基本

雇用安定措置とは②･･･どのような対象者にどのような措置を講じればよいのか

10



①義務 発生す ケース
  回 契約   契約   就       となっ い  

義務 発生

②努力義務と義務 発生す ケース
   契約 「       」 「     」 とき  そ ぞ 努力義務 義務 発生 

努力義務 発生

③努力義務 発生す ケース
    終了    「         実績」     努力義務 発生 

義務 発生

    先

  契約

    先

  契約

    先

  契約

1 後       2 後       3 後

1 後       2 後       3 後

1 後       2 後       3 後

努力義務は  努力義務 発生

資料34ページ

労働者派遣事業の基本 雇用安定措置とは③･･･雇用安定措置の義務が発生するケース例

11



＜例＞ ×賃金 大幅 低下 ×極端 遠方
○       を    無   と          先   

↑  制限    となり     可能

【１号】派遣先への直接雇用の依頼

・対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人を直接雇
用してもらうように依頼する。書面依頼が望ましい。

【２号】新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）

・新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供する。

・提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に照らして
合理的なものである必要がある。

【３号】派遣元事業主による無期雇用

・派遣元が、対象派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業（派遣以外の働き方）をさせる。

【４号】その他雇用の安定を図るために必要な措置

・新たな就業の機会を提供するまでの間、有給の教育訓練を行う。

・紹介予定派遣の対象者とする。

資料33.34ページ

労働者派遣事業の基本 雇用安定措置とは④･･･具体的な措置内容

12



実施手続き（留意点）

・派遣元事業主は対象となる派遣労働者に対し、派遣終了までに充分な時間的余
裕をもって措置に着手する必要がある。

・早期にキャリアコンサルティングや雇用契約更新時面談の機会に、本人の希望
（継続就業の希望の有無・希望する雇用安定措置）を聴取、意向を尊重して措置
を講じる。

・あらかじめ派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化。

・派遣労働者から聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を行う必要がある。

資料34ページ

労働者派遣事業の基本 雇用安定措置とは⑤･･･実施手続きに関する留意点

13



専ら派遣とは、「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行わ
れる派遣事業」である。

具体例としては、「〇〇株式会社に対してのみ労働者派遣を行う」「△グループに属
する企業にしか労働者派遣を行わない」「労働者派遣を依頼してきた特定の者以外に
対して、正当な理由なく当該依頼を拒否している」「派遣先の確保のための努力が客
観的に認められない」等である。

ただし、新たな派遣先の確保等に尽力しているにも関わらず、結果的に確保に至らず
特定の者に対してしか労働者派遣ができない場合は含まれない。

労働者派遣事業を営む事業所であることは、「人材サービス総合サイト」等により広
く一般に周知される事項であり、想定外の業務依頼があることを前提として、新規の
依頼があった場合には、真摯に労働者派遣の実施について検討し、結果的に実施に至
らない場合であっても、依頼主に対して、誠実に理由を説明して納得を得ることが望
まれる。

労働者派遣事業の基本

専ら（もっぱら）派遣について（法第４８条第２項）

14



事前に派遣先が派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に派遣先が面接
を行うこと、履歴書を送付させることなどは原則的に禁止されています。

派遣元事業主はこれに協力をしてはなりません。

ただし、紹介予定派遣は例外です。

法第２６条第６項

派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定する行為をしない
よう努めなければならない。

（略）

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（元指針） 第２の１３

派遣労働者を特定する行為に対する協力の禁止等

労働者派遣事業の基本

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止について①

15



不適切な例１：実際に労働者派遣を行う前に「職場見学」を行うことがあるが、その
際、派遣先担当者が職場見学参加者に対して、「職務経歴・実績」「居住地や通勤方
法」等を質問し、その場に派遣元担当者も同席している。

不適切な例２：職場見学参加者本人の判断により履歴書等を派遣先へ提供する場合は
問題ないが、派遣元が独自の判断により、本人に無断で履歴書等を派遣先に提出して
いる。

適正に事業を運用するには、履歴書等を本人に無断で提供することのないよう注意い
ただくとともに、職場見学時に面接選考等、派遣労働者を特定することを目的とする
行為が行われている場面に遭遇した場合には、派遣先担当者に対して法令の趣旨及び
派遣元の立場を説明し、当該行為を行わないよう指導いただきたい。

労働者派遣事業の基本

派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止について②

16



労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

神奈川労働局では、労働者派遣事業の適正な運営の確保のため、
・派遣元事業所に対する定期的な指導
・派遣先事業所に対する定期的な指導
を実施しています。

法令違反があった場合は、文書指導、行政処分などの措置を講じます。

また、事業報告書や変更届等の未提出についても文書指導や行政処分の対象となり
ますので、法令遵守に努めてください。

なお、派遣実績の有無にかかわらず、事業報告書（様式第１１号）・収支決算書
（様式第１２号）・関係派遣先派遣割合報告書（様式第１２号ｰ２）は報告が必要
です。

17



指導例（法第１１条）

実態として、派遣事業所として未届けの営業所より当該派遣営業所所属の労働者を派
遣していたが、書面上は派遣事業所として届け出ている営業所より派遣していること
とした。

→労働者派遣の許可を有している場合でも、労働者派遣事業を実施している事業所を
新設する場合は届け出が必要。

適正な運営のためのポイント

①許可申請書や変更届けの事業所控えを保管しておき、現在の事業運営内容と相違が
ないか確認すること。変更がある場合は届け出ること。

②派遣先の地域について、派遣元責任者の職務の内、「派遣労働者から苦情の申し出
があった場合、当該苦情処理を日帰りで行い得る地域」であることに留意すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 派遣事業所（変更未届けの営業所がある）

18



指導例（法第３６条）

労働者派遣契約書等に記載されている派遣元責任者が、未届けの者（または過去に届
け出ていたが抹消された者）になっている。

→派遣元責任者の変更が生じた場合は変更の届け出が必要。

適正な運営のためのポイント

①許可申請書や変更届けの事業所控えを保管しておき、現在の事業運営内容と相違が
ないか確認すること。変更がある場合は届け出ること。

②派遣労働者の数について１人以上100人以下を１単位とし、１単位につき１人以上
ずつ選任されているか確認すること。適正な人数分、派遣元責任者の届け出を行うこ
と。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 派遣元責任者（変更未届け）

19



指導例（法第２３条第５項）

インターネット等に情報提供していない、法定事項が漏れている。

→自社ホームページ又は厚生労働省「人材サービス総合サイト」に法定事項を掲載す
ること。

適正な運営のためのポイント

①派遣事業実績がある場合は最新の年度実績を掲載すること。

②派遣事業実績がなくても「派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項」「派
遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別」の情報提供が必要。

③マージン率の計算式は（派遣料金の平均額ー派遣労働者の平均賃金）÷派遣料金の
平均額で算出 ※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示すること。

④自社ホームページがなくても、「人材サービス総合サイト」を活用して情報提供す
ることができる。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 マージン率等の情報提供
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資料４ページ
（参考例）



指導例（法第２６条第９項）

労働者派遣契約を締結する前に、派遣先から待遇情報の提供を受けていない。

→派遣先から待遇情報を受けた後でなければ、労働者派遣契約を締結してはいけない。

適正な運営のためのポイント

①労働者派遣契約の都度、情報提供を受けること。

②労働者派遣契約を締結する前に、情報提供を受けること。

③待遇決定方式により、受けるべき待遇情報が異なるため必要事項を確認すること。

④厚生労働省が作成するリーフレット等を活用し、派遣先についても労働者派遣法に
定められた措置を講じる必要があることを周知すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 派遣先から待遇情報の提供を受ける
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資料６ページ
（参考例）



指導例（法第２６条第５項）

無期雇用派遣労働者又は60歳以上の派遣労働者に限定しない労働者派遣契約を締結す
る場合、契約締結前に、派遣先から事業所単位の抵触日を受けていない。

→派遣先から事業所単位の抵触日通知を受けた後でなければ、労働者派遣契約を締結
してはいけない。

適正な運営のためのポイント

①労働者派遣契約に定める「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限
定するか否かの別」の事項を「限定しない」と定める場合は抵触日の通知を受けるこ
とが必要。

②労働者派遣契約の都度、情報提供を受けること。

③労働者派遣契約を締結する前に、情報提供を受けること。

④厚生労働省が作成するリーフレット等を活用し、派遣先についても労働者派遣法に
定められた措置を講じる必要があることを周知すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 派遣先から抵触日通知を受ける
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資料５ページ
（参考例）



指導例

労働者派遣契約書面に、派遣する労働者の氏名を記載している。あるいは、労働者派
遣契約時に就業時間・曜日がシフト制となる業務等の場合、派遣先が勤務シフト表等
を作成し、労働者派遣契約書に添付する勤務シフト表等に派遣する労働者の氏名を記
載している。

→労働者派遣契約書に派遣労働者の氏名を記載していることは、派遣先による派遣労
働者の特定する行為が行われているが如く判断されるおそれがあり、派遣元としては、
派遣労働者を特定する行為に対する協力をしているが如く判断されるおそれがあるた
め、同契約書（添付する勤務シフト表等も同様）に派遣労働者の氏名を記載しないこ
と。

適正な運営のためのポイント

①労働者派遣契約締結時に派遣労働者を指名することはできない。派遣元が、派遣業
務を行うことができる派遣労働者を適切に選出するために、業務内容の詳細を定める
ことが大切。派遣先が「どのような知識・技術を有する者を派遣してもらいたいか」
を同契約書に定めること。

②シフト制の場合、労働者派遣契約書に添付する派遣先作成シフト表等には日付、時
間帯だけを記載すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 労働者派遣契約書
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資料７～９ページ
（参考例）



指導例（雇入れ前：法第３１条の２第１項）

待遇に関する説明をしているが、書面の交付は行っていなかった。

→賃金の見込み額の説明については書面で行うこと。

※他法定事項についてもできるだけ書面にしておくことを推奨。

指導例（雇入れ時：法第３１条の２第２項）

有期雇用労働者に対し、入社時にのみ明示説明を行った。

→有期雇用労働者・無期雇用労働者にかかわらず、雇用契約締結ごとに法定事項の明示説明を行うこ
と。

指導例（派遣時：法第３１条の２第３項）

派遣初回時のみ実施しており、派遣就業をするごとに明示説明を行っていない。

→労働者派遣しようとする都度、明示説明を行うこと。

※雇用契約期間ではなく、派遣契約期間ごとに明示説明が必要。

適正な運営のためのポイント

雇入れ時とは雇用契約締結時であり、雇用契約を更新する度に雇入れ時の明示説明が必要。

派遣時とは、実際に派遣する時であり、派遣契約が更新する度に派遣時の明示説明が必要。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 派遣労働者へ待遇の明示説明
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資料10～13ページ
（参考例）



指導例（法第３４条）

派遣労働者に対し、就業条件を明示していない。

→労働者派遣しようとする都度、法定事項を派遣労働者へ明示すること。

※事業所単位の抵触日、個人単位の抵触日、労働契約申込みみなし制度及び期間制限
対象外の場合の記載がないことも見受けられるため注意すること。

適正な運営のためのポイント

長期間、同じ派遣労働者を派遣している場合、労働者派遣契約内容が変更しているに
も関わらず、就業条件明示は変更していないことが散見されるため注意すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

 就業条件の明示
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資料14～15ページ
（参考例）



指導例（法第３４条の２）

派遣労働者に派遣料金の明示を行っていない。

→以下のタイミングで対象者に対し派遣料金を明示すること。

・派遣労働者の雇入れ時（労働契約を締結する場合）、当該労働者に対して明示。

・派遣開始時（実際に派遣する場合）、当該派遣労働者に対して明示。

・労働者派遣に関する料金の額を変更時、 当該派遣労働者に対して明示。

適正な運営のためのポイント

明示する派遣料金額は、以下①②のいずれかにより明示すること。

①当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

②当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の
平均額。具体的には、事業所ごとの情報提供、マージン率等の情報提供を行う場合に
用いる労働者派遣に関する料金の平均額。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

派遣料金の明示
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指導例（法３５条）

通知時点、各種保険が未加入の場合、未加入理由を通知していない。

→未加入の場合は、加入していない理由を必ず通知すること。

適正な運営のためのポイント

通知時点の未加入理由が手続き中であった場合は、手続き完了後速やかに派遣先へ連
絡すること。

各種保険に加入している場合は、自社で保険加入させていることがわかる加入事実を
証する書類を派遣先へ提示すること。その際は、「氏名」「加入させている会社名
（＝自社名）」「加入日」以外はマスキングすること。

他、派遣労働者の年齢通知については、「１８歳未満は実年齢」「４５歳以上６０歳
未満」「６０歳以上」の３パターン。

※実年齢の通知が必要なのは１８歳未満の場合のみ。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

派遣先への通知
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資料16ページ
（参考例）



指導例（法第３７条）

派遣元管理台帳を作成していない。

→派遣労働者ごとに当該派遣労働者に関する法定事項を記載すること。

適正な運営のためのポイント

保存年限が３年であることに留意すること。また、実施した場合に記載する「教育訓
練」「キャリアコンサルティング」「雇用安定措置」「苦情処理」についても漏れが
ないよう都度記載すること。

特に、教育訓練を実施した際は、「教育訓練内容」「実施日」「実施時間」を記載す
ることとなっているが、「実施時間（時間帯）」の記載漏れが多く見受けられるため、
注意が必要。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

派遣元管理台帳

28

資料17～18ページ
（参考例）



注意点

月に１回、派遣先から通知を受けているが、勤怠情報のみの通知で、法定事項を満た
していない。

→法定事項を満たした通知を受けること。

適正な運営のためのポイント

①通知は派遣先が行うことだが、通知を受ける派遣元としても、通知漏れはないか、
適正な内容であるか、確認して通知を受けとること。

②厚生労働省が作成するリーフレット等を活用し、派遣先についても労働者派遣法に
定められた措置を講じる必要があることを周知すること。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

派遣先からの通知
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資料20ページ
（参考例）



派遣先の責務

派遣労働者を受け入れる場合、派遣元だけでなく、
派遣先においても、労働者派遣法に定められた措
置を講じる必要がある。

定められた措置を講じていない場合、労働者派遣
法違反として、「厚生労働大臣による勧告」や、
「事業主名等の公表」となる可能性がある。

そのため、派遣元は派遣先へ対し、派遣労働者を
受け入れるために派遣先の必要な対応について周
知をする必要がある。

労働者派遣事業の適正な運営のためのポイント解説･･･指導監督の実施結果から

派遣先へ労働者派遣事業の周知
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事業報告書の書き方

ここからは、
・労働者派遣事業報告書（様式第１１号）
・労働者派遣事業収支決算書（様式第１２号）
・関係派遣先派遣割合報告書（様式第１２号ｰ２）
の作成方法についてご説明いたします。

31



11号事業報告書の提出方法など（その１）

１．提出方法等

・提出は窓口、郵便（e-Govによる方法でも可）。

なお、郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。

・最新様式で提出してください（旧様式の場合、新様式で再提出が必要となります）。

・第１面～第９面を記入する。

・様式11号は3部、労使協定（写し）等は2部

・提出期間は6月1日～6月30日

労働者派遣事業報告書等について

最新様式の場所

神奈川労働局ホームページ ＞ 各種法令・制度・手続き

＞ 労働者派遣、有料・無料職業紹介 ＞ 労働者派遣事業報告書の様式のダウンロード、記載例

32



11号事業報告書の提出方法など（その２）

２．実績が無い場合

・実績が無い場合も提出が必要。

→第１面の各項目、第２面（１）①、②、（３）、（５）②、第５面（１０）、第６面

（１１）①、第７面１①を記入し、第１面の備考欄または余白に「実績なし」と記載を

してください。

３．複数事業所がある場合

・各事業所毎に事業報告書を作成してください。

４．労使協定がある場合

・労使協定方式を採用している場合には、労使協定の写しを２部添付してください。

→この労使協定は、派遣法第３０条の４に基づく労使協定です。労働基準法第３６条

に基づく労使協定（いわゆる３６協定）とは異なりますので、間違いないよう注意

してください。 33



第１面注意事項
１．第２欄

住所：登記事項に合わせる

２．第５欄

事業所の住所：ビル名/階数等まで記入

３．第７欄

産業分類：主たる業種の日本標準産業分類の名称とその細分類番号

→総務省のホームページで検索できる。

４．第８欄

事業年度の期間：直前に終了した事業年度（決算期）に合わせて記載。

５．第１０欄

親会社関係：親会社とは①議決権の過半数を所有している者、②資

本金の過半数を出資している者、③上記①②の者と同

等以上の支配力を有すると認められる者

６．第１１欄

うち構内請負の実施：

構内請負とは、製造業において、発注者の事業所構内で生産活動

を請け負うこと。

請負事業の実施が有で製造業でない場合は構内請負の実施を無にする。

様式第11号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

○

提出者 株式会社 神奈川労働局
代表取締役 神奈川 太郎

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

７ 産業分類 名称
分類
番号

８ 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日 （直前に終了した決算期）

10 親会社の名称 備考

11 請負事業の実施

※労働局記入欄

労働者派遣事業 （主たる業種の日本標準産業分類の名称とその細分類番号）

株式会社 神奈川労働局 馬車道支店

５ 事業所の住所

３ 代表者の氏名
（法人の場合）

神奈川県横浜市中区北仲通五丁目57番地 （ 045 ） ×××－××××

〒（231ｰ××××）

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目77番2号 大和地所馬車道ビル2階
（045）×××－ ××××

６ 大企業、中小企業の別

許可番号 派14ｰ○○○○○○

○○年 ○月 ○日許可年月日

かぶしきがいしゃ かながわろうどうきょく ばしゃみちしてん

労働者派遣事業報告書

事業所枝番号 1

（６月１日現在の状況報告）

（年度報告）

○ 年 ○月 ○日

厚 生 労 働 大 臣 殿

２ 住 所

〒（ 231ー×××× ）

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第１項の規定により、下記のとおり事業報告
書を提出します。

株式会社 神奈川労働局

かぶしきがいしゃ かながわろうどうきょく

１ 氏名又は名称

12 備考

役 名

代表取締役

かながわ たろう

神奈川 太郎

１ 大企業 ２ 中小企業

４ 事業所の名称

１ 有 ２ 無

株式会社 労働ホールディングス

9121（4ケタ）

１ 有 ２ 無 うち構内請負の実施

14ｰユｰ××××××

事業年度の開始の日及び当
該事業年度の終了の日

９ 民営職業紹介事業との兼業 許可・届出番号１ 有 ２ 無

②民営職業紹介事業の許可・届出番号 ××ｰユｰ△△△△△△派××ｰ××××××①労働者派遣事業の許可番号

      わせ 

ビル名/階  ま 

親会社とは

①議決権    を所有  い  

②資本金    を出資  い  

③  ①②  と     支配力を

有す と認めら   

  実績 ない場 は 余白 
「  実績な 」と 入  くだ い。
 だ  実績 ない場  
  面   面   ①      ５ ② 
 ５面  ０   ６面    ①
は 入 必要 す。

構 請負とは
製造  おい  
発注    所構  
生産活動を請け負うこと
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様式第11号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ　 度報告

（１）派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在） （２）労働者派遣事業の売上高

①全労働者 25 － － － －

②派遣労働者総計 10 6 5 4 3 （３）請負事業の売上高

③無期雇用派遣労働者 5 3 3 2 2

④有期雇用派遣労働者 5 3 2 2 1

（４）海外派遣労働者数（実人数）

⑤日雇派遣労働者 0 0 0 0 0

⑥ 登録者　※ 10 － － － － （５）派遣先に関する事項

※登録制度のある事業主のみ ①派遣先事業所数（実数）

8

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数 １日以下のもの
１日を超え７日
以下のもの

７日を超え１月
以下のもの

１月を超え２月
以下のもの

２月を超え３月
以下のもの

３月を超え６月
以下のもの

６月を超え１２
月以下のもの

１年を超え３年
以下のもの

３年を超えるも
の

25 15 4 6

（６）教育訓練（キャリアアップに資するものを除く）の実績

① 労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育 ③主な派遣先事業主（取引額上位５社）

イ 5 1 1 4 1

ロ 6 1 2 4 1

ハ 7 1 2 4 1

ニ

ホ

② その他の教育訓練（①及び（11）に係るものを除く） （７）紹介予定派遣に関する事項

１ OJT
・

２ OFF-JT

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 訓練機関・
４ その他

１ 無償（実費
負担なし）・
２ 無償（実費
負担あり）・
３ 有償

１ 有給（無給
部分なし）・
２ 有給（無給
部分あり）・
３ 無給

イ 2 1 1 1 1 3 3 2

ロ

ハ

（８）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記以外のそ
の他の措置

10 1 0 4 1 3 1

2 1 0 1

2 1

4 2

2

「１年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が１年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

（７）欄の「イ　紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

10,000,000

1

備考

ロ 紹介 予定
派遣により労
働者派遣をし
た 労 働 者 数
（人）

ハ　紹介予定
派遣において
職業紹介を実
施した労働者
数（人）

ニ 紹介予定派遣
で職業紹介を経て
直接雇用に結びつ
い た 労 働 者 数
（人）

第１号から第４
号までのいずれ

の措置も講じな
かった人数

労働者派遣契約がな
かった

計
通算雇用期間
が１年以上の
派遣労働者

通算雇用期間
が１年未満の
派遣労働者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

株式会社アサカ
埼玉県朝霞市

株式会社シロガネダイ
東京都港区

東京都新宿区

東京都港区

所在地

教育の内容

株式会社カブキ

株式会社ダイバ

教育の内容及び当該内容に係る労働
安全衛生法又は労働安全衛生規則の

該当番号
教育の方法の

別
１ 座学

・
２ 実技

教育の実施主
体の別

１ 事業主・２
派遣先・３ 教
育機関・４ そ

の他

受講した派遣
労働者数

１人当たりの
平均実施時間

氏名又は名称

危険予知訓練

訓練費負担の
別

賃金支給の別

訓練の内容

訓練の方法の
別

メンタルヘルス研修
株式会社トラノモン

東京都港区

整理･整頓･清掃･清潔訓練

第 ３ 号 の 措 置
（派遣元で派遣
労働者以外の労

働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

訓練の実施主
体の別

※１

対象派遣労働
者数

コンプライアンス
研修

イ 紹介 予定
派遣に係る労
働者派遣契約
の 申 込 人 数
（人）

１人当たりの
平均実施時間

50,000,000

0

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業に係
る売上高について、決算後の金額を記載

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業の売
上高について、決算後の金額を記載

１年半から２年未満見込み

１年から１年半未満見込み

１年未満見込み（※１）

期間

※２

２年から２年半未満見込み

計

３年見込み

２年半から３年未満見込み

第１号の措置
（ 派遣先への
直接雇用の依
頼）を講じた
人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数

決  末 おけ 人 

報告    末日時点 締結   い   契約   じ職場   制限 

          課やグループ   1             

 報告      締結  個別契約件  

      め 全従 員

実績 無い場 は○印を 入

   全衛生法施行規則 35条 1  該当す  番 を 載

   を い入  場   5 ～7 はすべ 企  実施す 義務   。

決   中       を行っ 人 を 載。＊  中 退職  い ば     報告    末日時点       と 致 ない 

 市町村ま  

・          努力義務を   とな  は 有   かつ     1      とな

    。そ   そ 中  実際   を講じ 必要  り 報告  とな  は下 ①② いず

    す     

①報告     度中 「       へ   契約 完全 終了 更新 なかっ  となっ 

     3 を迎え  を   」

②  契約 終了 後     従 員と   就   を 待  い  他   先 提供を

   

  ①② いず か 若 くはいず   該当 ない    つい は      を講じ 必要

 ない め 表 計  ない。

・複      複    を講じ 場 は そ ぞ  計 す こと。 35



第２面（１）派遣労働者数等雇用実績について

・この欄に記入する実績人数は、決算年度末における人数。
・①全労働者は、派遣以外（正社員、契約社員、パート等）も含めた人数。
・※１･３の『通算雇用期間』とは、派遣元での通算雇用期間。
・※２･４の『1年以上の派遣見込み』とは、報告対象期間末日現在、派遣している組織単位
（課やグループなど）での通算の派遣契約の期間。
（報告対象期間＝直前に終了した事業年度の期間）
例：3月末日決算の場合で、令和8年1月に採用された派遣労働者が、1年間の派遣契約を締結

した場合。この場合、※３と※４に記載することになる。

様式第11号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ　 度報告

（１）派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在） （２）労働者派遣事業の売上高

①全労働者 25 － － － －

②派遣労働者総計 10 6 5 4 3 （３）請負事業の売上高

③無期雇用派遣労働者 5 3 3 2 2

④有期雇用派遣労働者 5 3 2 2 1

（４）海外派遣労働者数（実人数）

⑤日雇派遣労働者 0 0 0 0 0

⑥ 登録者　※ 10 － － － － （５）派遣先に関する事項

※登録制度のある事業主のみ ①派遣先事業所数（実数）

8

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

10,000,000

計
通算雇用期間
が１年以上の
派遣労働者

通算雇用期間
が１年未満の
派遣労働者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

50,000,000

0

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業に係
る売上高について、決算後の金額を記載

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業の売
上高について、決算後の金額を記載

決  末 おけ 人 
報告    末日時点 締結   い   契約   じ職場   制限 

          課やグループ   1             

      め 全従 員

※１ ※２ ※３ ※４
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第２面（５）②労働者派遣契約の期間別件数について

・報告対象期間内に締結した個別契約件数を記載。

例えば・・・
・３月末決算の事業者の場合、令和７年４月１日～令和８年３月３１日の間に締結した個別契
約の件数が対象になる。
・３ヶ月の契約を更新し４回締結したら、４件ということになる。
・また、令和８年４月１日からの契約を令和８年３月中に締結した場合、今回の事業
報告に含めることになる。

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数 １日以下のもの
１日を超え７日

以下のもの

７日を超え１月

以下のもの

１月を超え２月

以下のもの

２月を超え３月

以下のもの

３月を超え６月

以下のもの

６月を超え１２

月以下のもの

１年を超え３年

以下のもの

３年を超えるも

の

25 15 4 6

労働者派遣契約がな
かった 報告      締結  個別契約件  

実績 無い場 は○印を 入
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第２面（８）雇用安定措置の実績について

☆雇用安定措置の対象者
･決算期間中に雇用安定措置を行った人数を記載（期間中に退職者がいれば、（１）の報告対象期間末日現在の対象労働者数と一致しない）。
･大前提として、雇用安定措置の対象（努力義務を含む）となるのは、有期雇用かつ派遣期間が１年以上見込みとなる労働者。そして、その
中でも、実際に措置を講じる必要があり、報告対象となるのは下記の①②のいずれも満たす労働者のみ。
①報告対象事業年度中に「同一の組織単位への派遣契約が完全に終了（更新しなかった）となった（派遣期間３年を迎えた者を含む）」
②派遣契約の終了後も派遣元の従業員としての就業継続を希望している（他の派遣先の提供を含む）
①②のいずれか若しくはいずれにも該当しない労働者については、雇用安定措置を講じる必要がないため、（８）の表上に計上しない。

つまり、同一組織単位への派遣契約を更新している労働者は報告対象にはならない。

（８）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記以外のそ
の他の措置

10 1 0 4 1 3 1

2 1 0 1

2 1

4 2

2

備考

第１号から第４
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数

第 ３ 号 の 措 置

（派遣元で派遣
労働者以外の労
働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

対象派遣労働
者数

１年半から２年未満見込み

１年から１年半未満見込み

１年未満見込み（※１）

期間

２年から２年半未満見込み

計

３年見込み

２年半から３年未満見込み

第１号の措置
（ 派遣先への
直接雇用の依
頼）を講じた
人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数
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様式第11号（第３面）

（９）派遣料金及び派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）に関する事項

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

18,667 22,500 19,500 13,000 15,500 15,500 14,000 14,000

01 管理的公務員

02 法人・団体役員法人・団体役員

03 法人・団体管理職員法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者その他の管理的職業従事者

05 研究者研究者

06 農林水産技術者農林水産技術者

07

08
製造技術者

09 建築・土木・測量技術者

10 情報処理・通信技術者情報処理・通信技術者 30,000 31,000 27,000 20,000 21,000 21,000 19,000 19,000

11 情報処理・通信技術者その他の技術者

12 医師，歯科医師，獣医師，薬剤師-1

医師

12 -2

薬剤師

12 -3

歯科医師、獣医師

13 -1

看護師

13 -2

准看護師

13 -3

保健師、助産師

14 -1

診療放射線技師

14 -2

臨床検査技師

14 -3

その他の医療技術者

15 その他の保健医療従事者その他の保健医療従事者

16 社会福祉専門職業従事者社会福祉専門職業従事者

17 法務従事者法務従事者

18 経営・金融・保険専門職業従事者経営・金融・保険専門職業従事者

19 教員教員

20 宗教家宗教家

21 著述家，記者，編集者著述家，記者，編集者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者
美術家，デザイナー，写真家，映

像撮影者

23 音楽家，舞台芸術家音楽家，舞台芸術家

24 その他の専門的職業従事者その他の専門的職業従事者

25 一般事務従事者一般事務従事者 12,000 12,000 9,000 9,000 9,000

26 会計事務従事者会計事務従事者 14,000 14,000 10,000 10,000 10,000

27 生産関連事務従事者生産関連事務従事者

28 営業・販売事務従事者営業・販売事務従事者

29 外勤事務従事者外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者運輸・郵便事務従事者

31 事務用機器操作員事務用機器操作員

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

全業務平均

01～99の合計額／記載業務の合計数

派遣労働者平均派遣労働者平均 無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

 人 複   務      

い 

場  は    務  入。

様式第11号（第４面）

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

32 商品販売従事者商品販売従事者

33 販売類似職業従事者販売類似職業従事者

34 営業職業従事者営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者家庭生活支援サービス職業従事者

36 介護サービス職業従事者介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者保健医療サービス職業従事者

38 生活衛生サービス職業従事者生活衛生サービス職業従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43 ～45
自衛官・司法警察職員等

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

49

50
生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

52
53

製品製造・加工処理従事者

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56
57

製品検査従事者

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者

66
建設従事者（建設躯体工事従事者を除
く）

67 電気工事従事者

68 土木作業従事者

69 採掘従事者

70 運搬従事者

71 清掃従事者

72 包装従事者

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

99 分類不能の職業

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

派遣労働者平均 派遣労働者平均無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者
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第３面（９）①業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金について

１．＊1（赤色の枠）の計算の仕方
各職種ごとの合計÷職種の数＝全業務平均（小数点以下、四捨五入）

２．＊2（水色の枠）の計算の仕方
派遣先から得た料金の総額（消費税含む）÷派遣労働者の総労働時間×８

３．＊3（紫色の枠）の計算の仕方
派遣労働者の賃金の総額÷派遣労働者の総労働時間×８

様式第11号（第３面）

（９）派遣料金及び派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）に関する事項

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

*1

01 管理的公務員

02 法人・団体役員法人・団体役員

03 法人・団体管理職員法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者その他の管理的職業従事者

05 研究者研究者 *2 *3

06 農林水産技術者農林水産技術者

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

全業務平均
01～99の合計額／記載業務の合計数

派遣労働者平均派遣労働者平均 無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者
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様式第11号（第５面）

②　日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金

協定対象派遣労働者

４－１　情報処理システム開発

４－２　機械設計

４－３　事務用機器操作

４－４　通訳、翻訳、速記

４－５　秘書

４－６　ファイリング

４－７　調査

４－８　財務

４－９　貿易

４－10　デモンストレーション

４－11　添乗

４－12　受付・案内

４－13　研究開発

４－14　事業の実施体制の企画、立案

４－15　書籍等の制作・編集

４－16　広告デザイン

４－17　ＯＡインストラクション

４－18　セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

４－19　看護業務

（10）マージン率等の情報提供の状況

提供方法 該当する各欄に「○」を記載

インターネット ○

書類の備付け

その他（　　　　　　　　　　）

日雇派遣労働者の賃金
（１日（８時間当たり）の額）

日雇派遣労働者の派遣料金
（1日（８時間当たり）の額）

全業務平均

日雇派遣労働者

第５面について

１．日雇い派遣：派遣元との雇用契約が、日々

又は30日以内の期間を定めて雇用する労働

者についての派遣。

２．(10)について

・現在、インターネットでの提供が法律上

義務づけられている。

→ホームページがない会社は、人材サービス

総合サイトを利用してください。
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様式第11号（第６面）

（１１）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

2 1

1 ― ―

1 1

営業職

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者
計

うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者
計

うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者

40 10 30 30 5 25 30 5 25

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

40 1 1 1 1

10 10 備考

備考

ロ　職能別訓練

40 40 20 20 1 1 1 1

10 10 5 5 10 10 5 5 備考

20 20 12 8

5 5 3 2 5 5 3 2 備考

ハ　職種転換訓練

20 10 10 1 1 1 1

10 5 5 10 5 5 備考

備考

ニ　階層別訓練

20 10 10 1 1 1 1

10 5 5 10 5 5 備考

備考

ホ　その他の教育訓練

5 5 3 2 1 1 1 1

5 5 3 2 5 5 3 2 備考

備考

105 105 55 50 265

10 10 5 5 25

10 10 11 10 10

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練
について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

訓練の実施主体の別

１ 事業主

２ 派遣先

３ 訓練機関

４ その他

 

   訓練費負担の別

１ 無償

　（実費負担なし）

２ 無償

　（実費負担あり）

３ 有償

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均
実施時間（ａ÷ｂ）

システム設計・技能研修

（ロ）ＯＡ機器操作訓練

（イ）
2

（ロ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

対象となる派遣労働者

　

(上段)　種別

（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社○年

目・５長期的なキャリア形成を念頭に置いた内

容の教育訓練の対象となる無期雇用派遣労働

者・６その他） （下段）受講者の実人数

（各年に同一の訓練を複数回受講した者は、重

複計上しないこと）

（上段）実施時間の総計

（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数回実

施の場合は､その合計)）

新規採用者訓練

1 ―

―

―

全派遣労働者数

1

1 ―

うち派遣元責任者
との兼任状況

1

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

訓練の内容等

計 うち社内の者 うち社外の者

1計 1

上記以外の担当者

実施を希望した者の人数 実施した者の人数

キャリアコンサルタント

1500

(下段)　対象となる派遣労働者数

1

    賃金支給の別

１ 有給

　（無給部分なし）

２ 有給

　（無給部分あり）

３ 無給

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT

２ OFF-JT

３ OJT

（計画的なもの以外）

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均）

（ロ）

（イ）ビジネススキル研修

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人
数（ｂ）

2

4 4

2

2

2 2

2

（イ）リーダー就任研修

ワークスタイル多様化研
修

１～３年目のａの合計　（ｃ）
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の
総計」の合計（ａ）

（イ）

2

   実績ない場   入必須 最低1名   

職務経験 り：  去 キャリアコンサルティング経験    人 部門 3    経験    

知  り： キャリアコンサルティング 知識を有す こと

※延べ人  はない

※小 点 下切り捨 

 載例は

フルタイム 1                30人  場 。

 1 目 入職から1 目       10人

 2 目 入職から2 目       10人

 3 目 入職から3 目       5人

 4 目 降 入職から4 目       5人

 希望 全員へ 実施 義務 

 人  り 

訓練時 4時 

4時 

4時 

2時 

2時 

1時 

4時 ×10人＝40時 

※ 入漏 /最低賃金 注 

 ， ， いず か ○

そ ぞ  紙を分け 作成

○ 40＋40＋20＋5 ＝105

例  フルタイム           

各 目 番 

様式第11号（第６面）

（１１）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

2 1

1 ― ―

1 1

営業職

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

40 10 30 30 5 25 30 5 25

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

12 1 1 1 1

3 3 備考

備考

ロ　職能別訓練

8 4 4 1 1 1 1

2 1 1 2 1 1 備考

8 4 4

2 1 1 2 1 1 備考

ハ　職種転換訓練

備考

備考

ニ　階層別訓練

備考

備考

ホ　その他の教育訓練

3 2 1 1 1 1 1 1

3 2 1 1 3 2 1 1 備考

備考

23 10 8 5 41

3 2 1 1 6

7 5 8 5 6

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均） 1500

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人
数（ｂ）

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均
実施時間（ａ÷ｂ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練
について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の
総計」の合計（ａ）

１～３年目のａの合計　（ｃ）

（ロ）

（ロ）

（イ）ビジネススキル研修
2 3

（イ）

（イ）

（ロ）

（イ）システム設計・技能研修
2 2

（ロ）ＯＡ機器操作訓練
2 2

（イ）新規採用者訓練
1

（ロ）

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT
２ OFF-JT

３ OJT
（計画的なもの以外）

訓練の実施主体の別

１ 事業主
２ 派遣先

３ 訓練機関
４ その他

 

   訓練費負担の別

１ 無償
　（実費負担なし）

２ 無償
　（実費負担あり）
３ 有償

    賃金支給の別

１ 有給
　（無給部分なし）

２ 有給
　（無給部分あり）
３ 無給

（下段）受講者の実人数

（各年に同一の訓練を複数回受講した者は、重
複計上しないこと）

1 ―

(下段)　対象となる派遣労働者数

全派遣労働者数 実施を希望した者の人数 実施した者の人数

訓練の内容等

対象となる派遣労働者
　
(上段)　種別

（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社○年
目・５長期的なキャリア形成を念頭に置いた内
容の教育訓練の対象となる無期雇用派遣労働
者・６その他）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数回実

施の場合は､その合計)）

上記以外の担当者 1 ―

―

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

うち社内の者 うち社外の者

キャリアコンサルタント 1 ―

計 1 1 1

計
うち派遣元責任者

との兼任状況

   実績ない場   入必須 最低1名   

職務経験 り：  去 キャリアコンサルティング経験    人 部門 3    経験    

知  り： キャリアコンサルティング 知識を有す こと

※延べ人  はない

※小 点 下切り捨 

 載例は

短時 勤務 1                7人  場 。

 1 目 入職から1 目       3人

 2 目 入職から2 目       2人

 3 目 入職から3 目       1人

 4 目 降 入職から4 目       1人

 希望 全員へ 実施 義務 

4時 

4時 

1時 

4時 ×3人＝12時 

※ 入漏 /最低賃金 注 

 ， ， いず か ○

そ ぞ  紙を分け 作成

○ 12＋8＋3 ＝23

 人  り 

訓練時 4時 

例  短時 勤務           
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様式第11号（第６面）

（１１）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

2 1

1 ― ―

1 1

営業職

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

40 10 30 30 5 25 30 5 25

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

12 1 1 1 1

3 3 備考

備考

ロ　職能別訓練

6 1 1 1 1

3 3 備考

ハ　職種転換訓練

備考

備考

ニ　階層別訓練

備考

備考

ホ　その他の教育訓練

備考

備考

18 18

3 3

6 6

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均） 1500

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人
数（ｂ）

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均
実施時間（ａ÷ｂ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練
について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の
総計」の合計（ａ）

１～３年目のａの合計　（ｃ）

（ロ）

（ロ）

（イ）

（イ）

（イ）

（ロ）

（イ）ＯＡ機器操作訓練
2

（ロ）

（イ）新規採用者訓練
1

（ロ）

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT
２ OFF-JT

３ OJT
（計画的なもの以外）

訓練の実施主体の別

１ 事業主
２ 派遣先

３ 訓練機関
４ その他

 

   訓練費負担の別

１ 無償
　（実費負担なし）

２ 無償
　（実費負担あり）
３ 有償

    賃金支給の別

１ 有給
　（無給部分なし）

２ 有給
　（無給部分あり）
３ 無給

（下段）受講者の実人数

（各年に同一の訓練を複数回受講した者は、重
複計上しないこと）

1 ―

(下段)　対象となる派遣労働者数

全派遣労働者数 実施を希望した者の人数 実施した者の人数

訓練の内容等

対象となる派遣労働者
　
(上段)　種別

（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社○年
目・５長期的なキャリア形成を念頭に置いた内
容の教育訓練の対象となる無期雇用派遣労働
者・６その他）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数回実

施の場合は､その合計)）

上記以外の担当者 1 ―

―

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

うち社内の者 うち社外の者

キャリアコンサルタント 1 ―

計 1 1 1

計
うち派遣元責任者

との兼任状況

   実績ない場   入必須 最低1名   

職務経験 り：  去 キャリアコンサルティング経験    人 部門 3    経験    

知  り： キャリアコンサルティング 知識を有す こと

※延べ人  はない

※小 点 下切り捨 

 載例は

1                3人  場 

   型 日 い      

 希望 全員へ 実施 義務 

2時 

4時 ×3人＝12時 

※ 入漏 /最低賃金 注 

 ， ， いず か ○

そ ぞ  紙を分け 作成

○ 12＋6 ＝18

 人  り 

訓練時 4時 

例           
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第６面①②について

①キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数
・派遣実績が無い場合にも記入する必要がある（最低1人以上）
・職務経験あり：過去にキャリアコンサルティングの経験がある、人事部

門で3年以上の経験がある等
・知見あり：キャリアコンサルティングの知識を有すること

②キャリアコンサルティングの実施状況
・希望者全員への実施が義務

（11）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

― ―

営業職

その他

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

計
うち無期派
遣労働者

うち有期派
遣労働者

―

うち派遣元責任者
との兼任状況

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

計 うち社内の者 うち社外の者

計

上記以外の担当者

実施を希望した者の人数 実施した者の人数

キャリアコンサルタント

全派遣労働者数

―

―

―
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第６面③について

＊具体的記載の仕方は、３ページ前の記載例の吹き出しを参照してください。

（注意事項）

・小数点は切り捨てで記載してください。

・教育訓練の内容の記載漏れが多いので注意してください。

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

備考

備考

ロ　職能別訓練

備考

備考

ハ　職種転換訓練

備考

備考

ニ　階層別訓練

備考

備考

ホ　その他の教育訓練

備考

備考

(下段)　対象となる派遣労働者数

    賃金支給の別

１ 有給
　（無給部分な

し）
２ 有給

　（無給部分あ
り）
３ 無給

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT

２ OFF-JT
３ OJT

（計画的なもの以外）

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均）

（ロ）

（イ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人
数（ｂ）

（イ）

訓練の内容等

（イ）

（ロ）

対象となる派遣労働者

　
(上段)　種別

（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入社○年
目・５長期的なキャリア形成を念頭に置いた内
容の教育訓練の対象となる無期雇用派遣労働

者・６その他） （下段）受講者の実人数
（各年に同一の訓練を複数回受講した者は、重

複計上しないこと）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数回実

施の場合は､その合計)）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均
実施時間（ａ÷ｂ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

（ロ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の
総計」の合計（ａ）

（イ）

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練
について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

訓練の実施主体の別

１ 事業主

２ 派遣先
３ 訓練機関

４ その他

 

   訓練費負担の別

１ 無償

　（実費負担なし）
２ 無償

　（実費負担あり）
３ 有償

１～３年目のａの合計　（ｃ）
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１　派遣労働者の実人数

①　派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

25 25 6 6 2 2 9 9

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

20 20 20

10 2 2 8 8

2 2 2

01 管理的公務員

05 研究者

06 農林水産技術者

07・08 製造技術者

02 法人・団体役員

03 法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者

31 事務用機器操作員

21 著述家，記者，編集者

25 一般事務従事者

23 音楽家，舞台芸術家

26 会計事務従事者

29 外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者

28 営業・販売事務従事者

27 生産関連事務従事者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者

19 教員

18 経営・金融・保険専門職業従事者

24 その他の専門的職業従事者

20 宗教家

14 -1
   診療放射線技師

14 -2
   臨床検査技師

14 -3

   その他の医療技術者

17 法務従事者

16 社会福祉専門職業従事者

12 -2
   薬剤師

10 情報処理・通信技術者

15 その他の保健医療従事者

12 -1

   医師

09 建築・土木・測量技術者

11 その他の技術者

12 -3
   歯科医師、獣医師

13 -1

   看護師

13 -2
   准看護師

13 -3
   保健師、助産師

無期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者派遣労働者計
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うち、通算雇用期間が１年以上の派遣労働者 うち、通算雇用期間が１年未満の派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

有期雇用派遣労働者
計

 6月1日          を 載。 ※当日    いない  有給休暇を   は除く。 

  ８面  く 

無        

①欄 △ ②欄 □

 25＋2 ＝  20＋2＋5 

有        

①欄 △ ②欄 □

 6＋9 ＝  8＋2＋5 

①欄と②欄  計はそ ぞ  致す 。

様式第11号（第８面）

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

― ― ― ― ―

10 5 5 5 5

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

③　特定製造業務従事者の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

5 5 5 5

④　期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

計

2

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替)

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

2

67 電気工事従事者

69 採掘従事者

99 分類不能の職業

特定製造業従事者　計
無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

10

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

72 包装従事者

68 土木作業従事者

71 清掃従事者

70 運搬従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者

法第40条の２第１項第２号(高齢者)

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

36 介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者

32 商品販売従事者

33 販売類似職業従事者

計

34 営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者

38 生活衛生サービス職業従事者

66 建設従事者（建設躯体工事従事者を除く）

52・53 製品製造・加工処理従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43～45　自衛官・司法警察職員等

49・50 生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56・57 製品検査従事者
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第７面 １．①②について

＊具体的記載方法は前ページの吹き出しを参照してください。
１．派遣労働者計：6月1日に派遣していた労働者の数を記載（当日派遣していない者

(有給休暇を含む)は除く）
２．①欄と②欄の合計は、それぞれ一致する。

Ⅱ　６月 日現在  況報告

１　派遣労働者の実人数

①　派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

01 管理的公務員

02 法人・団体役員

無期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者派遣労働者計

うち、通算雇用期間が１年以上の派遣労働者 うち、通算雇用期間が１年未満の派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

有期雇用派遣労働者
計

前ページま は   度 基づい  載 ま    
７面 降は「６月 日時点」  況を 載 ます
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第８面③について

【特定製造】
・特定製造とは、物の製造業務（育休産休代替や介護休業代替を含まない）をいう。
・上記の52･53･54が特定製造にあたる。

③　特定製造業務従事者の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

特定製造業従事者　計
無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

52・53 製品製造・加工処理従事者

54 機械組立従事者

製造業務 製造業務に含まれない

・物を溶融する業務
・物を鋳造する業務
・物を加工又は組立する業務
・物を塗装する業務
・製造機械の操作の業務
・上記と密接不可分の付随的業務として複数の加工･
組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務

・製品の設計、製図の業務
・原料、半製品等を搬入する業務
・加工、組立て等の完了した製品を運搬、
保管、包装する業務

・製造用機械の点検の業務
・製品の修理の業務
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様式第11号（第９面）

⑤　日雇派遣労働者の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

2 2 2 2

⑥　特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数（⑤ⅰ～ⅳの合計の内数）

協定対象
派遣労働者

⑦　日雇派遣労働者の業務別実人数（⑤の内数）

協定対象
派遣労働者

2 2

⑧　日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数（⑤の内数）

２　過去１年以内に労働者派遣されたことのある登録者（雇用されている者を含む。）の数 20

３　雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

27 13 ― 2

27 13 ― 2

27 13 ― 2

４－18セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

雇用保険

厚生年金保険

健康保険

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替業務)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替業務)

雇用見込みが１年以上の労働者

ⅲ　副業として従事する者 ⅳ　主たる生計者でない者

日雇派遣労働者　計

雇用見込みが１年未満の労働者

日雇派遣労働者

日雇派遣労働者

４－15書籍等の制作・編集

４－16広告デザイン

４－17ＯＡインストラクション

４－19看護業務

４－７調査

４－８財務

４－14事業の実施体制の企画、立案

４－13研究開発

４－12受付・案内

ⅰ～ⅳに該当しない者

４－５秘書

４－６ファイリング

ⅰ　高齢者 ⅱ　昼間学生

４－１情報処理システム開発

４－２機械設計

4

４－９貿易

４－10デモンストレーション

４－11添乗

４－３事務用機器操作

４－４通訳、翻訳、速記

 7面①欄 おい 計    6月1日     い     

  保険及び社会保険 加入 況を 入。

 加入  い 場  は別添 次ページ   入。
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第９面３について

・6月1日現在において派遣していた派遣労働者の雇用保険、健康保険、
厚生年金保険の適用状況を記載してください。

・社会保険未適用者がいる場合、その理由を次ページの書面（６月１日に
おける派遣労働者の雇用保険等の被保険者資格取得の状況）に記載して
ください。

３　雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況

無期雇用

派遣労働者

有期雇用

派遣労働者

無期雇用

派遣労働者

有期雇用

派遣労働者

雇用保険

厚生年金保険

健康保険

雇用見込みが１年以上の労働者 雇用見込みが１年未満の労働者
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【雇用保険】

未加入の理由

その他未加入理由

① １週間の所定労働時間が20時間未満である者
② 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
③ 昼間学生（労働者派遣法施行令第４条第２項第２号に掲げる者をいう。）
④ その他（その他を選択した場合は、必ず具体的な理由を記載すること。）

未加入の理由

その他未加入理由

① １週間の所定労働時間又は１月間の所定労働日数が通常の労働者の４分の３未満の短時間労働者であって、
次の（ア）～（エ）のうちいずれかに該当する者

(ア) １週間の所定労働時間が20時間未満であること

(イ) 賃金の月額が8.8万円未満であること
(ウ) 学生であること

(エ) 被保険者が常時50人以下であり、任意特定適用事業所の申出がなされていない事業所に使用されていること
② ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

③

※下記①～④から選択し番号で
記載してください。
複数選択可

【健康保険・厚生年金保険】

※下記①～③から選択し番号で
記載してください。
①の場合はア～オのいずかも併
せて記載してください。
複数選択可

【健康保険・厚生年金保険の未加入の理由】

その他

６月１日における派遣労働者の雇用保険等の被保険者資格取得の状況

　※６月１日に派遣した労働者の中で雇用保険等に未加入者がいる場合のみ記入してください。

（ふりがな）

【雇用保険の未加入の理由】

事業所の名称
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第９面３の添付資料について

①（エ）：令和6年10月1日より、５０人以下になりました。

【被保険者が常時51人以上の適用企業に関して】
勤務時間または勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、かつ以下の①～④の
全ての要件に該当する短時間労働者が社会保険の対象となる。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生で無いこと＊夜間、定時制の学生は加入対象となる。

① １週間の所定労働時間又は１月間の所定労働日数が通常の労働者の４分の３未満の短時間労働者であって、
次の（ア）～（エ）のうちいずれかに該当する者

(ア) １週間の所定労働時間が20時間未満であること
(イ) 賃金の月額が8.8万円未満であること

(ウ) 学生であること
(エ) 被保険者が常時50人以下であり、任意特定適用事業所の申出がなされていない事業所に使用されていること

② ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
③

【健康保険・厚生年金保険の未加入の理由】

その他
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様式第12号について

１．6欄及び7欄を記載する代わりに、貸借対照表及び

損益計算書を添付してもよい。

２．7欄を記載する場合、セグメントごとの売上高、営

業利益、経常利益及び当期純利益を記入すること。た

だし、その他の人材関連事業及びその他の事業につい

ては、売上高のみの記載でよい。

３．7欄を記載する場合において、労働者派遣事業又は

請負事業を含む人材関連事業等について各事業に係る

収支の状況を決算上分離できないときは、分離して記

載する必要はなく、「その他の人材関連事業」に記載

すること。

４．添付する貸借対照表及び損益計算書については、

当該事業年度の決算手続きを経ているものであること。

提出期限：毎事業年度経過後３ヶ月以内

様式第12号（表面） （日本産業規格Ａ列４）

令和８年 ６月 １日

厚 生 労 働 大 臣 殿

提出者 株式会社 神奈川労働局

代表取締役 神奈川 太郎

令和7年4月1日 から

令和8年3月31日 まで

１ 許 可 番 号 派 14－○○○○○○ ２ 許 可 年 月 日

（ふりがな）

３ 氏 名 又 は 名 称

（ふりがな）

４ 事 業 所 の 名 称

〒（                ）231ｰ××××）

（   ）   －   

６

７ 収 支 の 状 況

経常利益（円） 当期純利益（円）

－ －

－ －

決算対象期間

売上高（円） 営業利益（円）

金 額（円）

株式会社 神奈川労働局

その他の人材関連事業 －

－その他の事業

株式会社 神奈川労働局 馬車道支店

科 目

資産額（計）

負債額（計）

備考

労働者派遣事業

請負事業

総事業

備考

労働者派遣事業収支決算書

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第１項の規定により下記のとおり収支決算
書を提出します。

５ 事 業 所 の 所 在 地

科 目

現金・預金

土地・建物

その他

備考

資産等の状況

令和○年○月○日

神奈川県横浜市中区尾上町五丁目77番2号 馬車道ウエストビル2階

かぶしきがいしゃ かながわろうどうきょく

かぶしきがいしゃ かながわろうどうきょく ばしゃみちしてん
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様式第12号－２について（その１）

１．報告対象期間は、事業年度の開始日（事業を事業
年度の途中で開始した場合には当該事業の開始日）及
び当該事業年度の終了の日を記載。

２．表面上方の提出者欄には氏名（法人にあってはそ
の名称及び代表者の氏名）を記載。

３．１①欄には、報告対象期間内において、派遣労働
者が派遣労働により業務に従事した総労働時間を記載。

４．１③欄における｢定年退職者｣とは、60歳以上の定
年に達したことによって退職した者であって、当該派
遣元事業主に雇用される者。

５．１④欄は（②欄の数－③欄の数）÷①欄の数×100
（小数点以下第1位未満切り捨て）

６．親会社等がなしの場合は備考欄に「親会社等な
し」を記載。

提出期限：毎事業年度経過後３ヶ月以内

様式第12号－２ （表面） （日本工業規格Ａ列４）

関係派遣先派遣割合報告書
令和8年6月1日

厚 生 労 働 大 臣 殿

株式会社 神奈川労働局

提 出 者 神奈川 太郎

① 派 × × - × × × × × ×

②

③

④

( ０４５  )  ××××－××××

１

①

②

③

④

２

３ 備考

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第３項の規定に関係派遣先への
派遣割合に係る報告を提出します。

報告対象期間

②許可年月日 令和○年  ○月  ○日許可番号

令和7年 4月 1日から

令和8年 3月 31日まで

労働者派遣実績報告

連結決算導入の有無

（ふりがな）

住所

(法人にあっては主たる事務
所の所在地)

①のうち、関係派遣先への労働者派遣の実績（総労働時
間）

かながわ たろう

20.0%

１ 有 ２ 無

株式会社 神奈川労働局

かぶしきがいしゃ かながわろうどうきょく

200時間

②のうち、定年退職者の労働者派遣の実績（総労働時
間）

20時間

労働者派遣の実績（総労働時間）

（ふりがな）

氏名又は名称

代表者の氏名
（法人の場合）

神奈川 太郎

神奈川県横浜市中区北仲通五丁目５７番地

〒(２３１－×××× )

900時間

関係派遣先への派遣割合（％）（※１、※２）

※１ (②－③)÷①×100で算出した値を記入
※２ 小数点以下第１位未満切り捨て

【関係派遣先とは】
① 派遣元事業主を連結子会社とする者及び当該者の連結子会社
② 派遣元事業主の親会社等又は派遣元事業主の親会社等の子会社等
【親会社等とは】
① 派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
② 派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者
③ 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると認められる者
【親会社等の子会社等とは】
① 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者

② 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者
③ 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が①及び②と同等以上と認められる者
【定年退職者とは】
60歳以上の定年年齢に達した者のことをいい、継続雇用（勤務延長・再雇用）終了後に離職した者
（再雇用による労働契約期間終了前に離職した者等を含む）や継続雇用中の者も含む。

         作成  決 後3ヶ月   提出

報告    は   度
 決   を 入

①欄は       報告      就   全  時 を 入。

※こ 時  は関係  先だけ は りませ 。

 引先 はない  注 

連結決算を導入していないがグループ企業がある場合は、
別紙として一覧表を作成し添付。
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様式第12号－２について（その２）

１．｢関係派遣先｣とは

(1) 派遣元事業主が連結財務諸表を作成している

企業グループに所属している場合

①派遣元事業主を連結子会社とする会社

②当該会社の連結子会社

が関係派遣先となる。

(2) 派遣元事業主が連結財務諸表を作成している

企業グループに所属していない場合

①派遣元事業主の親会社等

②当該親会社等の子会社等

が関係派遣先となる。
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様式第12号－２について（その３）

【親会社等とは】

① 派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者（派遣元事業主が株式会社の場合）

② 派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者（派遣元事業主が持分会社の場合）

③ 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると

認められる者

【親会社等の子会社等とは】

① 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者

② 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者

③ 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が①及び②と同等以上と

認められる者

＊｢①及び②と同等以上の支配力を有する者」とは、一般社団法人や事業協同組合等のよう
に、議決権や出資金という概念では支配関係の有無を判断できない者のことをいい、そこで
も、事業の方針につき過半数の支配があるか否かに基づいて判断されることになる。
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・ご質問については、質問票にご記入の上、メールでお願いしま
す。
14kn-jukyuu@mhlw.go.jp

・また、ミーティング（セミナー）退室後または終了後に
アンケート画面が開きますので、ご回答をお願いいたします

ご清聴いただきありがとうございました。
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